
 

① 太陽光発電設備に係る標準構造図 

     （太陽光発電設備のみ、余剰配線、50kW未満で接続する場合） 

※赤色表示は子メーター計測の場合（計量法の検定済のメーターに限る） 
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② 太陽光発電設備に係る標準構造図 

     （太陽光発電設備のみ、全量配線、50kW未満で接続する場合） 

※赤色表示は子メーター計測の場合（計量法の検定済のメーターに限る） 
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③ 太陽光発電設備に係る標準構造図 

   （自家発電設備等併設（押上効果あり（Ｗ発電））、50kW未満で接続する場合） 

※赤色表示は子メーター計測の場合（計量法の検定済のメーターに限る） 
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※「自家発電設備等」とは、燃料電池及び蓄電池（電気自動車やプラグインハイ

ブリッド車に搭載されたものを含む）を指す。 

 


